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平成３０年度以降の国民健康保険について（運営方針及び保険税の案等） 

 

１ 東京都国民健康保険運営方針（案）について 

 ※概要版「国保運営方針（案）の概要」にて要点を説明 

 

２ 平成３０年度の国民健康保険税の案等について 

（１）市が東京都に納める平成３０年度国民健康保険事業費納付金（試算） 

2,535,910,544円 

 

（２）納付金をまかなうため東京都が示した市の標準保険料率 

 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 

平成３０年度 

試算 
7.89％ 32,138円 2.36％ 9,636円 2.08％ 11,284円 

当市の現状 5.64％ 26,500円 1.68％ 7,900円 1.83％ 10,800円 

当市の現状との

比較 

2.25 
ポイント 5,638円 

0.68 
ポイント 1,736円 

0.25 
ポイント 484円 

 

（３）一人当たり保険税額の比較 

平成２９年度当初課税等分

一人当たり保険税額 

東京都試算の平成３０年度 

一人当たり保険税額 

平成２９年度当初課税等分 

との比較 

101,936円 136,734円 134.1％ 

 

（４）東京都による市の医療費の推移 

 第３回試算 
（平成２９年度に広域化し

たものと想定した試算） 

平成３０年度 

試算 
比較増減 伸び率 

被保険者数 21,473人 19,427人 △2,046人 △9.5％ 

医療費 5,865,083,340円 5,911,024,265円 45,940,925円 0.8％ 

一人当たり 

年間医療費 273,138円 304,269円 31,131円 11.4％ 
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（５）平成３０年度当初課税における赤字の解消 

 ・平成３０年度国民健康保険特別会計の歳入・歳出の不足額（解消すべ

き赤字補填の繰入額） ６億９，９００万円（現行保険税率による見

込み） 

・赤字の解消を一度で行うと仮定した場合の一人当たり国民健康保険税 

改定率 ４５．１％増 

 

（６）赤字を激変緩和措置の特例基金が終了する６年間で解消する案 

  ・平成３０年度に解消する赤字補填の繰入額 １億１，６５０万円 

  ・平成３０年度の一人当たり国民健康保険税改定率 ７．５％増 

  ・被保険者一人当たりの国民健康保険税の平均増加額 ６，４４８円 

（年額） 

 

（７）課税限度額の引き上げ 

  ・現在の市の課税限度額 ８５万円  

  ・平成２９年度の法定課税限度額 ８９万円 

・国が平成３０年度に予定している法定課税限度額 ９３万円 

  ※課税限度額を法定課税限度額まで引き上げることで、保険税率等が

抑制され、主に中間所得者層の保険税負担を軽減 

 

（８）応能割（所得割）・応益割（被保険者均等割） 

  ・応能割 ６４．０６％ 

・応益割 ３５．９４％ 

 

（９）保健事業の推進による市民の健康保持・増進 

・新たな取組として、市の体育施設等を管理する指定管理者と連携し、 

特定健康診査受診者等を対象とした健康保持・増進事業を検討 

 

（１０）今後のスケジュール（予定） 

   １月中旬 市国民健康保険運営協議会に保険税率等を諮問 

   １月下旬 市国民健康保険運営協議会からの保険税率等の答申 

   ２月８日 市議会議員全員協議会にて、保険税率等の答申の結果及び 

平成３０年度の確定納付金額等の報告 
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【 参 照 】 

 

Ⅰ 国の示す仮係数に基づく平成３０年度の試算について  

平成３０年度の算定については、１０月に国から示された医療給付や前期

高齢者交付金等の推計に関する仮係数に基づき、１１月に東京都が試算した

結果が報告されました。 

 

１ 国民健康保険事業費納付金  

 東京都の国民健康保険の事業にかかる費用の一部については、区市町村が

東京都に納める納付金が充てられます。この納付金は、区市町村の被保険者

数や所得、医療費の水準によって按分されます。 

 

当市が東京都に支払う 

納付金額（Ａ） 

東京都全体の納付金額 

（Ｂ） 

当市が占める割合

（Ａ／Ｂ） 

2,535,910,544円 460,821,231,814円 0.6％ 

 

２ 標準保険料率  

市は、納付金を納めるために被保険者から保険税を徴収します。そのため

に本来必要となる保険税率を、東京都が納付金額と併せて示すのが標準保険

料率です。市は、これを参考に保険税率等を決定します。 

 

 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 

平成３０年度 

試算 
7.89％ 32,138円 2.36％ 9,636円 2.08％ 11,284円 

当市の現状 5.64％ 26,500円 1.68％ 7,900円 1.83％ 10,800円 

当市の現状との

比較 

2.25 
ポイント 5,638円 

0.68 
ポイント 1,736円 

0.25 
ポイント 484円 

※納付金は東京都全体の医療費によって総額が決定され、区市町村の被保険

者数、所得や医療費の水準により按分されるため、標準保険料率は年度に

よって変動します。 
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３ 一人当たり保険税額の比較  

 平成２９年度当初課税等分の一人当たり保険税額は、赤字補填の繰入後の

ものです。 

 

平成２９年度当初課税等分

一人当たり保険税額 

東京都試算の平成３０年度 

一人当たり保険税額 

平成２９年度当初課税等分 

との比較 

101,936円 136,734円 134.1％ 

 

４ 東京都による当市の医療費の推移  

市が支払う医療費については、東京都から交付金として、市に全額交付さ

れます。 

 

 
第３回試算 

（平成２９年度に広域化し

たものと想定した試算） 

平成３０年度 

試算 
比較増減 伸び率 

被保険者数 21,473人 19,427人 △2,046人 △9.5％ 

医療費 5,865,083,340円 5,911,024,265円 45,940,925円 0.8％ 

一人当たり 

年間医療費 273,138円 304,269円 31,131円 11.4％ 
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Ⅱ 東大和市国民健康保険税の改定（案）について  

 平成３０年度の予算について、平成３０年度の納付金の試算をふまえ、現

状の保険税率にて試算したところ、当市の平成３０年度国民健康保険特別会

計の歳入・歳出の差額は約６億９，９００万円となりました。 

 東京都国民健康保険運営方針では、解消・削減すべき「赤字」の定義とし

て、主に保険税の負担緩和や市が任意で行う保険給付のために、一般会計か

ら法定外に繰入れる額としています。これにより、６億９，９００万円が解

消・削減すべき赤字となります。  

（単位：千円） 

平成３０年度歳入見込み 平成３０年度歳出見込み 

都からの交付金等の公費 6,216,090 保険給付 6,220,822 

保険税 1,591,281 納付金 2,536,323 

一般会計からの繰入金 

（法定内の繰入金等） 
531,927 保健事業 152,647 

その他 32,074 その他 160,288 

 計 8,371,372  計 9,070,080 

不足額 698,708 
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１ 平成３０年度当初課税における赤字の解消  

６億９，９００万円を１年で解消するための保険税率について試算しまし

た。 

① 平成３０年度被保険者数を１９，４２７人とします（平成２９年度東京

都試算２１，４７３人より２，０４６人の減少）。 

②  現在の保険税率に基づく保険税見込額は１５億９，１２８万１千円で

す。ここから滞納繰越分を減算した現年分の保険税見込額は１５億１，１

０３万２千円となります。この全額を確保するために、収納率を考慮する

と保険税必要額は１６億６，５３８万１千円となります。 

※滞納繰越…過年度に滞納となっていた保険税を、年度を越して収納する

もの。既に当時の保険税率で課税されていることから、平成３０年度の

税率による課税分には含まれません。 

③  ②の保険税額を①の被保険者数で除した一人当たり課税額（年額）は 

８５，７２５円となります。 

 【②／①≒85,725円】 

④  赤字補填の繰入額６億９，９００万円を解消するため、収納率を考慮し

た、赤字補填の繰入を解消するための必要額を算定します。 

６億９，９００万円に、直近の現年収納率９３.０％で除した、必要額

は約７億５，１６１万円です。 

【699,000,000円／0.930≒751,610,000円】 

⑤  ④の算定額を①の被保険者数で除した、赤字補填の繰入額に対する一人

当たり負担額（年額）は３８，６８９円となります。 

  【④／①≒38,689円】 

⑥ ③の一人当たり課税額（年額）と⑤の一人当たり負担額（年額）から導

いた一人当たり国民健康保険税改定率は４５．１％となります。 

 【（③＋⑤）／③×100≒145.1％】 
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２ 赤字解消・削減における考え方  

 国民健康保険は、原則として、国民健康保険法に基づく事業の財源を、

公費と保険料で賄うこととされています。同法では、この公費の負担分の

割合を１００分の５０と定めており、残りの１００分の５０については保

険料で充てることが本来あるべき姿です。 

  しかし現状では、赤字補填の繰入として、国民健康保険加入者以外の市

民の市税も充てられています。 

また、国民健康保険以外の被用者保険においては、平成２９年度から後

期高齢者支援金分の保険料が、全額、保険者の報酬水準により算定される

こととなりました。報酬水準の高い保険者に加入している被保険者は、後

期高齢者支援金の負担が増すこととなり、これに伴い生じた公費について

は、優先的に国民健康保険の財政支援にかかる財源に充てられています。 

このように、国民健康保険制度を維持するために、国民健康保険加入者

以外の市民や被用者保険の加入者の財源が充てられています。 

一方、平成２９年度と比較して、市の被保険者数や所得は減少する見

込みのため、広域化に際し、一度に赤字補填の繰入を解消することは、被

保険者に過度な負担となります。 

そこで、公平性の観点から、赤字補填の繰入については、東京都国民

健康保険運営方針（案）に基づき、計画的・段階的な解消・削減に取組む

必要があります。 

 

３ 平成３０年度の保険税の改定  

広域化に際して、国は、保険税を急激に上昇させないように、納付金を抑

制させる激変緩和の仕組みを設けました。この仕組みのために設立された特

例基金（全国で３００億円規模）が６年を期限としていることから、激変緩

和措置については、現時点で６年を目途とされています。市では、この間に

赤字の解消を目指します。 

国民健康保険については、被保険者数が減少する一方、団塊の世代が７０

歳に到達して医療費の自己負担割合が２割となる方が増える等の理由によ

り、一人当たりの医療費が増加する傾向にあります。 
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そのため、将来的に市の納付金が増額することが考えられますが、７年目

以降に激変緩和措置が終了している場合、納付金の抑制がなくなります。 

納付金を支払うために保険税の改定が必要となった際に、赤字補填の繰入

が解消されていなければ、納付金増額分に加え、赤字補填の繰入の解消分が

加わり、急激な保険税の上昇が生じることとなります。このことから、将来

的な保険税の急増を防ぐため、６年で赤字補填の繰入の解消を目指します。 

なお、赤字補填の繰入については、全国的には実施していない市町村もあ

り、実施している市町村が激変緩和の対象となると、公平性を欠くため、国

では激変緩和の対象とはしておりません。 

 

≪赤字補填の繰入を６年で解消する試算≫ 

①  赤字補填の繰入額６億９，９００万円を６年で解消するとした場合、１

年分の解消額（平成３０年度に解消する額）は１億１，６５０万円となり

ます。 

 【699,000,000円／6年＝116,500,000円】 

②  １億１，６５０万円に、収納率を考慮し、直近の現年収納率９３.０％

で除した、解消のための必要額は約１億２，５２７万円です。 

【116,500,000円／0.930≒125,270,000円】 

③  ②の保険税額を被保険者数１９，４２７人で除しました。一人当たりの

負担額（年額）は６，４４８円となります。この額が、１年分の赤字補填

の繰入を解消するための国民健康保険税の平均増加額となります。 

【②／19,427人≒6,448円】 

④ ③の額と、現在の保険税率に基づく一人当たり課税額(年額)８５，７２

５円から導いた一人当たり国民健康保険税改定率は７．５％となります。 

  【（③＋85,725円）／85,725円×100≒107.5％】 

 ※被保険者数、納付金等に変動要因がないことを前提とします。 

※納付金額は年度ごとに決定されることから、平成３１年度以降は、毎年

度の赤字補填の繰入を、解消の残期間で除し、単年度解消額を決定しま

す。 
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４ 課税限度額の引き上げ  

課税限度額を引き上げることにより、高額所得者層からの保険税歳入が増

加します。その分、保険税率等が抑制され、主に中間所得者層の保険税負担

が軽減されます。 

当市の現在の課税限度額は８５万円【医療分（基礎課税分）５２万円・後

期高齢者支援金分１７万円・介護納付金分１６万円】です。 

地方税法第７０３条の４第１１項、同条第１９項、同条第２７項に基づく

国民健康保険税の法定課税限度額は、平成２９年度時点で８９万円【医療分

（基礎課税分）５４万円・後期高齢者支援金分１９万円・介護納付金分１６

万円】であり、この差を解消するため４万円の引き上げを行います。 

なお、この法定課税限度額を上回る世帯は、平成２９年度当初課税時点で、

医療分で２００世帯、後期高齢者支援金分で１５５世帯です。 

 

※国は、平成３０年度からの法定課税限度額について、医療分４万円の引き

上げを検討しております。これが制度化された場合は、同様の改定を検討し

ます。 

平成３０年度からの法定課税限度額との差を解消した場合、課税限度額は

９３万円【医療分（基礎課税分）５８万円・後期高齢者支援金分１９万円・

介護納付金分１６万円】となります。 

この法定課税限度額を上回る世帯は、平成２９年度当初課税時点で、医療

分で１７３世帯、後期高齢者支援金分で１５５世帯です。 

 

５ 応能割（所得割）・応益割（被保険者均等割） 

 保険税の応能割・応益割については、国民健康保険法施行令第２９条の７

第２項第２号にて、それぞれ５０対５０となるように定められています。し

かし、この割合では、低所得者層の保険税負担が重くなることから、市では、

平成２９年度の当初課税時において、応能割は６４．０６％、応益割は３５．

９４％となっております。応益割の比重を抑える姿勢を堅持して、低所得者

層への配慮を行います。 
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６ 保健事業の推進による市民の健康保持・増進  

 市民の健康保持・増進を目的とした保健事業を推進し、健康寿命を延伸す

る取組を継続します。 

 平成３０年度からのデータヘルス計画を策定し、被保険者のレセプトデー

タ等の分析を基に、糖尿病等重症化予防を中心とした保健事業を引き続き実

施します。 

 また、平成３０年度からの特定健康診査等実施計画を策定し、特定健康診

査の受診率向上および特定保健指導の利用率向上を目指します。 

新たな取組として、市の体育施設等を管理する指定管理者との連携により、

特定健康診査受診者等を対象とした健康保持・増進に資する事業を検討して

います。 

 市民のみなさまが健康な毎日を過ごしていただくことは、医療費の抑制に

つながります。 

また、これらの市の取組により、保険者努力支援として交付金が交付され

ることから、保険税が軽減されることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

≪国民健康保険税の改定の概要≫ 

（１）国民健康保険税率等の改定内容 

区  分 現行（平成２９年度） 改定（平成３０年度） 比較増減 

基礎課税額 
所得割 ５．６４／１００ ６．０７／１００ ０．４３／１００ 

被保険者均等割 ２６，５００円 ２８，４００円 １，９００円 

後期高齢者支

援金等課税額 

所得割 １．６８／１００ １．７９／１００ ０．１１／１００ 

被保険者均等割 ７，９００円 ８，５００円 ６００円 

介護納付金 

課税額 

所得割 １．８３／１００ １．９０／１００ ０．０７／１００ 

被保険者均等割 １０，８００円 １１，２００円 ４００円 

 

（２）課税限度額の改定内容 

 ①平成２９年度の法定限度額まで引き上げる場合 

区  分 現行（平成２９年度） 改定（平成３０年度） 比較増減 

基礎課税額 ５２万円 ５４万円 ２万円 

後期高齢者支援金等課税額 １７万円 １９万円 ２万円 

介護納付金課税額 １６万円 １６万円 ０円 

合 計 ８５万円 ８９万円  ４万円 

②平成３０年度の法定課税限度額（予定）まで引き上げる場合 

区  分 現行（平成２９年度） 改定（平成３０年度） 比較増減 

基礎課税額 ５２万円 ５８万円 ６万円 

後期高齢者支援金等課税額 １７万円 １９万円 ２万円 

介護納付金課税額 １６万円 １６万円 ０円 

合 計 ８５万円 ９３万円  ８万円 

 

（３）応能割合、応益割合 

   現状と変更ありません。 

応能割合（所得割）  ６４．０６％ 

応益割合（被保険者均等割） ３５．９４％ 

 



　国民健康保険税の現行と改定の世帯別、総所得階層別の比較 ６年解消（案）

その１（７０歳単身世帯）

減額割合　７割、５割、２割

540,000 190,000 160,000

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

6.07 28,400 1.79 8,500 1.90 11,200

所得無し 0 120万円以下 0 8,520 8,500 0 2,550 2,500 11,000

33万円以下 330,000 1,530,000 0 8,520 8,500 0 2,550 2,500 11,000

330,001円～
40万円以下

365,000 1,565,000 2,124 8,520 10,600 626 2,550 3,100 13,700

400,001円～
60万円以下

480,000 1,680,000 9,105 8,520 17,600 2,685 2,550 5,200 22,800

600,001円～
80万円以下

700,000 1,900,000 ５割 22,459 14,200 36,600 6,623 4,250 10,800 47,400

800,001円～
100万円以下

900,000 2,100,000 ２割 34,599 22,720 57,300 10,203 6,800 17,000 74,300

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,450,000 55,844 28,400 84,200 16,468 8,500 24,900 109,100

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,950,000 86,194 28,400 114,500 25,418 8,500 33,900 148,400

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,500,000 116,544 28,400 144,900 34,368 8,500 42,800 187,700

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,159,000 146,894 28,400 175,200 43,318 8,500 51,800 227,000

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,042,000 192,419 28,400 220,800 56,743 8,500 65,200 286,000

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,218,000 253,119 28,400 281,500 74,643 8,500 83,100 364,600

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,394,000 313,819 28,400 342,200 92,543 8,500 101,000 443,200

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,479,000 374,519 28,400 402,900 110,443 8,500 118,900 521,800

700万円以上 7,000,000 9,005,000 404,869 28,400 433,200 119,393 8,500 127,800 561,000

※各課税額の合計については、100円未満を切り捨てています。

減額割合　７割、５割、２割

520,000 170,000 160,000

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

5.64 26,500 1.68 7,900 1.83 10,800

所得無し 0 120万円以下 0 7,950 7,900 0 2,370 2,300 10,200

33万円以下 330,000 1,530,000 0 7,950 7,900 0 2,370 2,300 10,200

330,001円～
40万円以下

365,000 1,565,000 1,974 7,950 9,900 588 2,370 2,900 12,800

400,001円～
60万円以下

480,000 1,680,000 8,460 7,950 16,400 2,520 2,370 4,800 21,200

600,001円～
80万円以下

700,000 1,900,000 ５割 20,868 13,250 34,100 6,216 3,950 10,100 44,200

800,001円～
100万円以下

900,000 2,100,000 ２割 32,148 21,200 53,300 9,576 6,320 15,800 69,100

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,450,000 51,888 26,500 78,300 15,456 7,900 23,300 101,600

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,950,000 80,088 26,500 106,500 23,856 7,900 31,700 138,200

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,500,000 108,288 26,500 134,700 32,256 7,900 40,100 174,800

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,159,000 136,488 26,500 162,900 40,656 7,900 48,500 211,400

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,042,000 178,788 26,500 205,200 53,256 7,900 61,100 266,300

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,218,000 235,188 26,500 261,600 70,056 7,900 77,900 339,500

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,394,000 291,588 26,500 318,000 86,856 7,900 94,700 412,700

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,479,000 347,988 26,500 374,400 103,656 7,900 111,500 485,900

700万円以上 7,000,000 9,005,000 376,188 26,500 402,600 112,056 7,900 119,900 522,500

※各課税額の合計については、100円未満を切り捨てています。

20,000 20,000 0

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

0.43 1,900 0.11 600 0.07 400

所得無し 0 120万円以下 0 570 600 0 180 200 800 7.8%

33万円以下 330,000 1,530,000 0 570 600 0 180 200 800 7.8%

330,001円～
40万円以下

365,000 1,565,000 150 570 700 38 180 200 900 7.0%

400,001円～
60万円以下

480,000 1,680,000 645 570 1,200 165 180 400 1,600 7.5%

600,001円～
80万円以下

700,000 1,900,000 ５割 1,591 950 2,500 407 300 700 3,200 7.2%

800,001円～
100万円以下

900,000 2,100,000 ２割 2,451 1,520 4,000 627 480 1,200 5,200 7.5%

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,450,000 3,956 1,900 5,900 1,012 600 1,600 7,500 7.4%

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,950,000 6,106 1,900 8,000 1,562 600 2,200 10,200 7.4%

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,500,000 8,256 1,900 10,200 2,112 600 2,700 12,900 7.4%

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,159,000 10,406 1,900 12,300 2,662 600 3,300 15,600 7.4%

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,042,000 13,631 1,900 15,600 3,487 600 4,100 19,700 7.4%

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,218,000 17,931 1,900 19,900 4,587 600 5,200 25,100 7.4%

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,394,000 22,231 1,900 24,200 5,687 600 6,300 30,500 7.4%

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,479,000 26,531 1,900 28,500 6,787 600 7,400 35,900 7.4%

700万円以上 7,000,000 9,005,000 28,681 1,900 30,600 7,337 600 7,900 38,500 7.4%

介護納付金課税額
合計
(Ａ)計 計 計

７
割

減
額
な
し

改定

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

年金
収入
(円）

改定（案） （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額
合計
(B)計 計 計

７
割

減
額
な
し

現行

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

年金
収入
(円）

現行 （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額

後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
合計

 (Ａ)－（Ｂ）計 計 計

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

年金
収入
(円）

改定後差引額 （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額

改定と現行の差額

７
割

減
額
な
し



その２（７０歳夫婦世帯・妻収入無し） ６年解消（案）

減額割合　７割、５割、２割

540,000 190,000 160,000

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

6.07 28,400 1.79 8,500 1.90 11,200

所得無し 0 120万円以下 0 17,040 17,000 0 5,100 5,100 22,100

33万円以下 330,000 1,530,000 0 17,040 17,000 0 5,100 5,100 22,100

330,001円～
40万円以下

365,000 1,565,000 2,124 17,040 19,100 626 5,100 5,700 24,800

400,001円～
60万円以下

480,000 1,680,000 9,105 17,040 26,100 2,685 5,100 7,700 33,800

600,001円～
80万円以下

700,000 1,900,000 22,459 28,400 50,800 6,623 8,500 15,100 65,900

800,001円～
100万円以下

900,000 2,100,000 34,599 28,400 62,900 10,203 8,500 18,700 81,600

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,450,000 ２割 55,844 45,440 101,200 16,468 13,600 30,000 131,200

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,950,000 86,194 56,800 142,900 25,418 17,000 42,400 185,300

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,500,000 116,544 56,800 173,300 34,368 17,000 51,300 224,600

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,159,000 146,894 56,800 203,600 43,318 17,000 60,300 263,900

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,042,000 192,419 56,800 249,200 56,743 17,000 73,700 322,900

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,218,000 253,119 56,800 309,900 74,643 17,000 91,600 401,500

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,394,000 313,819 56,800 370,600 92,543 17,000 109,500 480,100

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,479,000 374,519 56,800 431,300 110,443 17,000 127,400 558,700

700万円以上 7,000,000 9,005,000 404,869 56,800 461,600 119,393 17,000 136,300 597,900

※各課税額の合計については、100円未満を切り捨てています。

減額割合　７割、５割、２割

520,000 170,000 160,000

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

5.64 26,500 1.68 7,900 1.83 10,800

所得無し 0 120万円以下 0 15,900 15,900 0 4,740 4,700 20,600

33万円以下 330,000 1,530,000 0 15,900 15,900 0 4,740 4,700 20,600

330,001円～
40万円以下

365,000 1,565,000 1,974 15,900 17,800 588 4,740 5,300 23,100

400,001円～
60万円以下

480,000 1,680,000 8,460 15,900 24,300 2,520 4,740 7,200 31,500

600,001円～
80万円以下

700,000 1,900,000 20,868 26,500 47,300 6,216 7,900 14,100 61,400

800,001円～
100万円以下

900,000 2,100,000 32,148 26,500 58,600 9,576 7,900 17,400 76,000

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,450,000 ２割 51,888 42,400 94,200 15,456 12,640 28,000 122,200

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,950,000 80,088 53,000 133,000 23,856 15,800 39,600 172,600

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,500,000 108,288 53,000 161,200 32,256 15,800 48,000 209,200

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,159,000 136,488 53,000 189,400 40,656 15,800 56,400 245,800

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,042,000 178,788 53,000 231,700 53,256 15,800 69,000 300,700

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,218,000 235,188 53,000 288,100 70,056 15,800 85,800 373,900

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,394,000 291,588 53,000 344,500 86,856 15,800 102,600 447,100

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,479,000 347,988 53,000 400,900 103,656 15,800 119,400 520,300

700万円以上 7,000,000 9,005,000 376,188 53,000 429,100 112,056 15,800 127,800 556,900

※各課税額の合計については、100円未満を切り捨てています。

20,000 20,000 0

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

0.43 1,900 0.11 600 0.07 400

所得無し 0 120万円以下 0 1,140 1,100 0 360 400 1,500 7.3%

33万円以下 330,000 1,530,000 0 1,140 1,100 0 360 400 1,500 7.3%

330,001円～
40万円以下

365,000 1,565,000 150 1,140 1,300 38 360 400 1,700 7.4%

400,001円～
60万円以下

480,000 1,680,000 645 1,140 1,800 165 360 500 2,300 7.3%

600,001円～
80万円以下

700,000 1,900,000 1,591 1,900 3,500 407 600 1,000 4,500 7.3%

800,001円～
100万円以下

900,000 2,100,000 2,451 1,900 4,300 627 600 1,300 5,600 7.4%

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,450,000 ２割 3,956 3,040 7,000 1,012 960 2,000 9,000 7.4%

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,950,000 6,106 3,800 9,900 1,562 1,200 2,800 12,700 7.4%

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,500,000 8,256 3,800 12,100 2,112 1,200 3,300 15,400 7.4%

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,159,000 10,406 3,800 14,200 2,662 1,200 3,900 18,100 7.4%

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,042,000 13,631 3,800 17,500 3,487 1,200 4,700 22,200 7.4%

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,218,000 17,931 3,800 21,800 4,587 1,200 5,800 27,600 7.4%

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,394,000 22,231 3,800 26,100 5,687 1,200 6,900 33,000 7.4%

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,479,000 26,531 3,800 30,400 6,787 1,200 8,000 38,400 7.4%

700万円以上 7,000,000 9,005,000 28,681 3,800 32,500 7,337 1,200 8,500 41,000 7.4%

改定

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

年金
収入
(円）

改定（案） （単位：％、円）

７
割

５割

減
額
な
し

現行

減額
割合

基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
合計
(Ａ)計 計 計

計 計 計

７
割

５割

減
額
な
し

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

年金
収入
(円）

現行 （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
合計
(Ｂ)

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

年金
収入
(円）

改定後差引額 （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額

改定と現行の差額

７
割

５割

減
額
な
し

後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
合計

 (Ａ)－（Ｂ）計 計 計



その３（４０歳夫婦・子ども２人の４人世帯、夫給与収入のみ） ６年解消（案）

減額割合　７割、５割、２割

540,000 190,000 160,000

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

6.07 28,400 1.79 8,500 1.90 11,200

所得無し 0
651,000円未

満
0 34,080 34,000 0 10,200 10,200 0 6,720 6,700 50,900

33万円以下 330,000 980,000 0 34,080 34,000 0 10,200 10,200 0 6,720 6,700 50,900

330,001円～
40万円以下

365,000 1,015,000 2,124 56,800 58,900 626 17,000 17,600 665 11,200 11,800 88,300

400,001円～
60万円以下

500,000 1,150,000 10,319 56,800 67,100 3,043 17,000 20,000 3,230 11,200 14,400 101,500

600,001円～
80万円以下

700,000 1,350,000 22,459 56,800 79,200 6,623 17,000 23,600 7,030 11,200 18,200 121,000

800,001円～
100万円以下

900,000 1,550,000 34,599 56,800 91,300 10,203 17,000 27,200 10,830 11,200 22,000 140,500

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,044,000 55,844 56,800 112,600 16,468 17,000 33,400 17,480 11,200 28,600 174,600

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,760,000 86,194 90,880 177,000 25,418 27,200 52,600 26,980 17,920 44,900 274,500

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,475,000 116,544 90,880 207,400 34,368 27,200 61,500 36,480 17,920 54,400 323,300

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,115,000 146,894 113,600 260,400 43,318 34,000 77,300 45,980 22,400 68,300 406,000

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,052,000 192,419 113,600 306,000 56,743 34,000 90,700 60,230 22,400 82,600 479,300

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,303,000 253,119 113,600 366,700 74,643 34,000 108,600 79,230 22,400 101,600 576,900

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,445,000 313,819 113,600 427,400 92,543 34,000 126,500 98,230 22,400 120,600 674,500

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,556,000 374,519 113,600 488,100 110,443 34,000 144,400 117,230 22,400 139,600 772,100

700万円以上 7,000,000 9,112,000 404,869 113,600 518,400 119,393 34,000 153,300 126,730 22,400 149,100 820,800

※各課税額の合計については、100円未満を切り捨てています。

減額割合　７割、５割、２割

520,000 170,000 160,000

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

5.64 26,500 1.68 7,900 1.83 10,800

所得無し 0
651,000円未

満
0 31,800 31,800 0 9,480 9,400 0 6,480 6,400 47,600

33万円以下 330,000 980,000 0 31,800 31,800 0 9,480 9,400 0 6,480 6,400 47,600

330,001円～
40万円以下

365,000 1,015,000 1,974 53,000 54,900 588 15,800 16,300 640 10,800 11,400 82,600

400,001円～
60万円以下

500,000 1,150,000 9,588 53,000 62,500 2,856 15,800 18,600 3,111 10,800 13,900 95,000

600,001円～
80万円以下

700,000 1,350,000 20,868 53,000 73,800 6,216 15,800 22,000 6,771 10,800 17,500 113,300

800,001円～
100万円以下

900,000 1,550,000 32,148 53,000 85,100 9,576 15,800 25,300 10,431 10,800 21,200 131,600

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,044,000 51,888 53,000 104,800 15,456 15,800 31,200 16,836 10,800 27,600 163,600

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,760,000 80,088 84,800 164,800 23,856 25,280 49,100 25,986 17,280 43,200 257,100

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,475,000 108,288 84,800 193,000 32,256 25,280 57,500 35,136 17,280 52,400 302,900

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,115,000 136,488 106,000 242,400 40,656 31,600 72,200 44,286 21,600 65,800 380,400

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,052,000 178,788 106,000 284,700 53,256 31,600 84,800 58,011 21,600 79,600 449,100

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,303,000 235,188 106,000 341,100 70,056 31,600 101,600 76,311 21,600 97,900 540,600

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,445,000 291,588 106,000 397,500 86,856 31,600 118,400 94,611 21,600 116,200 632,100

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,556,000 347,988 106,000 453,900 103,656 31,600 135,200 112,911 21,600 134,500 723,600

700万円以上 7,000,000 9,112,000 376,188 106,000 482,100 112,056 31,600 143,600 122,061 21,600 143,600 769,300

※各課税額の合計については、100円未満を切り捨てています。

20,000 20,000 0

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

0.43 1,900 0.11 600 0.07 400

所得無し 0
651,000円未

満
0 2,280 2,200 0 720 800 0 240 300 3,300 6.9%

33万円以下 330,000 980,000 0 2,280 2,200 0 720 800 0 240 300 3,300 6.9%

330,001円～
40万円以下

365,000 1,015,000 150 3,800 4,000 38 1,200 1,300 25 400 400 5,700 6.9%

400,001円～
60万円以下

500,000 1,150,000 731 3,800 4,600 187 1,200 1,400 119 400 500 6,500 6.8%

600,001円～
80万円以下

700,000 1,350,000 1,591 3,800 5,400 407 1,200 1,600 259 400 700 7,700 6.8%

800,001円～
100万円以下

900,000 1,550,000 2,451 3,800 6,200 627 1,200 1,900 399 400 800 8,900 6.8%

1,000,001円～
150万円以下

1,250,000 2,044,000 3,956 3,800 7,800 1,012 1,200 2,200 644 400 1,000 11,000 6.7%

1,500,001円～
200万円以下

1,750,000 2,760,000 6,106 6,080 12,200 1,562 1,920 3,500 994 640 1,700 17,400 6.8%

2,000,001円～
250万円以下

2,250,000 3,475,000 8,256 6,080 14,400 2,112 1,920 4,000 1,344 640 2,000 20,400 6.7%

2,500,001円～
300万円以下

2,750,000 4,115,000 10,406 7,600 18,000 2,662 2,400 5,100 1,694 800 2,500 25,600 6.7%

3,000,001円～
400万円以下

3,500,000 5,052,000 13,631 7,600 21,300 3,487 2,400 5,900 2,219 800 3,000 30,200 6.7%

4,000,001円～
500万円以下

4,500,000 6,303,000 17,931 7,600 25,600 4,587 2,400 7,000 2,919 800 3,700 36,300 6.7%

5,000,001円～
600万円以下

5,500,000 7,445,000 22,231 7,600 29,900 5,687 2,400 8,100 3,619 800 4,400 42,400 6.7%

6,000,001円～
700万円以下

6,500,000 8,556,000 26,531 7,600 34,200 6,787 2,400 9,200 4,319 800 5,100 48,500 6.7%

700万円以上 7,000,000 9,112,000 28,681 7,600 36,300 7,337 2,400 9,700 4,669 800 5,500 51,500 6.7%

改定

計 計 計

７
割

５
割

２
割

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

給与
収入
(円）

改定（案） （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
合計
(Ａ)

減
額
な
し

現行

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

給与
収入
(円）

現行 （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額

７
割

５
割

２
割

減
額
な
し

後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
合計
(Ｂ)計 計 計

２
割

減
額
な
し

合計
 (Ａ)－（Ｂ）計 計 計

７
割

５
割

改定と現行の差額

総所得額階層
算定総
所　得
（円）

給与
収入
(円）

改定後差引額 （単位：％、円）

減額
割合

基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額


